
 

 
猪
苗
代
町
南
部
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限 

に
関
す
る
条
例 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建

築
物
の
敷
地
、
構
造
等
に
関
す
る
制
限
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
適
正
な
都

市
機
能
と
健
全
な
都
市
環
境
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
用
語
の
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
法
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
例
に
よ
る
。 

 

（
適
用
区
域
） 

第
三
条 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
猪
苗
代
町
告
示
第
百
五
号
に
定
め
る

猪
苗
代
南
部
地
区
計
画
の
区
域
内
に
適
用
す
る
。 

（
建
築
物
の
敷
地
面
積
の
制
限
） 

第
四
条 

建
築
物
の
敷
地
面
積
は
、
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
益
上
必
要
な
建
築
物
の
敷
地
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
施
行
又
は
適
用
の
際
、
現
に
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
る
土
地
で
同
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
又
は
現
に
存
す
る
所

有
権
そ
の
他
の
権
利
に
基
づ
い
て
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
な
ら
ば

同
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
土
地
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
を
一

の
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 

一 

こ
の
条
例
を
改
正
す
る
条
例
に
よ
る
前
項
の
規
定
の
改
正
後
の
同
項
の

 
 

 
 

規
定
の
施
行
又
は
適
用
の
際
、
改
正
前
の
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
た

 
 

 
 

建
築
物
の
敷
地
又
は
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
に
基
づ
い
て
建
築
物
の
敷
地

 
 

 
 

と
し
て
使
用
す
る
な
ら
ば
当
該
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
同
項
の
規
定
に
違

 
 

 
 

反
す
る
こ
と
と
な
っ
た
土
地 

二 

前
項
の
規
定
に
適
合
す
る
に
至
っ
た
建
築
物
の
敷
地
又
は
所
有
権
そ
の

他
の
権
利
に
基
づ
い
て
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
な
ら
ば
同
項
の



 

規
定
に
適
合
す
る
に
至
っ
た
土
地 

３ 

法
第
八
十
六
条
の
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
施
行
に
よ
る
建
築
物

の
敷
地
面
積
の
減
少
に
よ
り
、
当
該
事
業
の
施
行
の
際
、
現
に
建
築
物
の
敷

地
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
土
地
で
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
な
く
な
る
も

の
又
は
現
に
存
す
る
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
に
基
づ
い
て
建
築
物
の
敷
地
と

し
て
使
用
す
る
な
ら
ば
当
該
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
土
地
に
つ
い

て
、
そ
の
全
部
を
一
の
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の

規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
土
地

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

法
第
八
十
六
条
の
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
施
行
に
よ
り
建
築

物
の
敷
地
面
積
が
減
少
し
た
際
、
当
該
面
積
の
減
少
が
な
く
と
も
第
一
項

の
規
定
に
違
反
し
て
い
た
建
築
物
の
敷
地
又
は
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
に

基
づ
い
て
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
な
ら
ば
同
項
の
規
定
に
違
反

す
る
こ
と
と
な
っ
た
土
地 

二 

第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
に
至
っ
た
建
築
物
の
敷
地
又
は
所
有
権
そ

の
他
の
権
利
に
基
づ
い
て
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
な
ら
ば
同
項

の
規
定
に
適
合
す
る
に
至
っ
た
土
地 

（
壁
面
の
位
置
の
制
限
） 

第
五
条 

屋
根
勾
配
に
よ
り
落
雪
す
る
側
の
軒
先
（
軒
先
が
な
い
建
築
物
に
つ

い
て
は
壁
面
）
か
ら
道
路
境
界
又
は
隣
地
境
界
ま
で
の
距
離
は
、
一
・
八
メ

ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。
落
雪
す
る
可
能
性
の
少
な
い
側
の
軒
先
（
軒
先
が
な

い
建
築
物
に
つ
い
て
は
壁
面
）
か
ら
道
路
境
界
又
は
隣
地
境
界
ま
で
の
距
離

は
、
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

 
 

一 

外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
中
心
線
の
長
さ
の
合
計
が
三
メ
ー
ト
ル 

以
下
で
あ
る
建
築
物 

 
 

 
 

 
 

 

二 

物
置
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
、
軒
の
高
さ
が 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
・
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
床
面
積
の
合
計
が
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

以
内
で
あ
る
も
の 

 

三 

自
動
車
車
庫
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
、
軒
の
高
さ
が
二
・
三
メ 

ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
床
面
積
の
合
計
が
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で 

あ
る
も
の 

 

四 

既
存
敷
地
の
幅
が
狭
く
、
落
雪
す
る
側
の
壁
面
及
び
軒
先
か
ら
隣
地
境 



 

界
ま
で
の
距
離
を
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
確
保
で
き
な
い
場
合
で
、
屋
根 

に
雪
崩
止
め
を
施
し
隣
地
境
界
ま
で
の
距
離
を
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
確 

保
で
き
る
も
の 

（
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
） 

第
六
条 

建
築
物
の
高
さ
は
、
十
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
公
益
上
住
民
の
生
活
に
必
要
な
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

（
建
築
物
の
色
彩
の
制
限
） 

第
七
条 

建
築
物
の
外
壁
、
屋
根
等
に
は
、
地
域
の
景
観
と
し
て
の
調
和
に
配

慮
し
、
高
明
度
・
高
彩
度
の
色
彩
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
漆

喰
造
り
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
色
彩
の
基
準
は
、
福
島
県
景
観
条
例
（
平
成
十
年
福
島
県
条
例
第

十
三
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
景
観
計
画
の
景
観
形
成
重
点

地
域
に
お
け
る
景
観
形
成
基
準
に
準
ず
る
。 

（
か
き
又
は
さ
く
の
制
限
） 

第
八
条 

道
路
境
界
に
か
き
又
は
さ
く
を
設
け
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。
た
だ
し
、
門
柱
及
び
幅
が
一
メ
ー
ト
ル
以
内

の
門
塀
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

生
垣 

二 

路
面
か
ら
の
高
さ
が
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
基
礎
の
上
に
植
栽 

又
は
透
視
可
能
な
フ
ェ
ン
ス
等
を
施
し
た
も
の 

（
公
益
上
必
要
な
建
築
物
の
特
例
） 

第
九
条 

町
長
が
こ
の
条
例
の
各
規
定
の
適
用
に
関
し
て
公
益
上
必
要
な
建
築 

物
で
用
途
上
又
は
構
造
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
も
の
に
つ
い 

て
は
、
当
該
各
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

（
委
任
） 

第
十
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
町
長
が
別
に
定
め
る
。 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


